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令和５年横審第２８号 

裁    決 

旅客船Ａ浸水事件 

 

  受  審  人  ａ１ 

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 四級海技士（航海）（履歴限定） 

  補  佐  人  １人 

  指定海難関係人  ａ２ 

    職  名 Ａ社副運航管理者 

  補  佐  人  １人 

 

本件について、当海難審判所は、理事官松崎範行出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａ１を懲戒しない。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

令和５年２月２１日１６時４４分半僅か前 

愛知県日間賀島北西方沖合 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 旅客船Ａ 
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  総 ト ン 数 ６８トン 

  全 長 ２５.０２メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関 

   出   力 １,３４０キロワット 

３ 事実の経過 

(1) Ａ 

Ａは、平成２７年１２月に進水した、最大搭載人員が船員２人旅

客１３８人の、愛知県河和港、同県日間賀漁港西浜地区（以下「西

港」という。）等を結ぶ一般旅客定期航路事業に従事する軽合金製

旅客船で、上甲板中央に前部及び後部に分かれた各旅客室があり、

前部客室の前方中央に非常口が、その左右に縦９３２.３ミリメート

ル横６１２.９ミリメートル厚さ６ミリメートルの強化ガラスがは

められた窓（以下右側の窓を「右窓」という。）が取り付けられて

おり、前部客室の上部に操舵室が設けられ、風向風速計は装備され

ておらず、操舵室右舷前方の窓には、時刻及び船位など航行中の状

況を録画することができるドライブレコーダーが設置されていた。 

(2) 安全管理規程 

Ａ社は、運送の安全を確保することを目的として安全管理規程を

作成し、同規程の運用に必要な手順及び方法を確立して実施するた

めに安全統括管理者、運航管理者及び副運航管理者をそれぞれ選任

していた。 

安全管理規程は、運航管理者の職務として、船舶の運航管理及び

運送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実

にすること及び気象海象に関する事項等について、必要に応じ船長

に連絡すること、副運航管理者の職務として、運航管理者を補佐す

るほか、運航管理者がその職務を執行できないとき、その職務を代
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行することをそれぞれ規定していた。 

(3) 運航基準 

運航基準は、安全管理規程に基づき船舶の運航に関する基準を明

確にし、発航前の時点で、港内における風速が毎秒１６メートル

（以下、風速については毎秒の値を示す。）以上、波高が１メート

ル以上、航行中における風速が１８メートル以上、波高が１.５メ

ートル以上に達するおそれがあると船長が認めるとき、発航を中止

しなければならないと規定されていた。 

(4) 本件発生に至る経緯 

Ａは、ａ１受審人ほか１人が乗り組み、旅客７人を乗せ、旅客運

送の目的で、船首１.０メートル船尾１.６メートルの喫水をもって、

令和５年２月２１日１６時４０分西港を発し、河和港に向かった。 

発航に先立ち、ａ１受審人は、Ａに風向風速計は装備されていな

いため、海上保安庁のホームページで１６時２５分の波ケ埼灯台で

の風速が１６メートル、風向が北であることを確認し、風速が前回

の確認時より弱くなっていたことから、今後もその傾向で、午前中

の便から今までの便までは通常の運航ができたので、１６時４０分

の便も航行に支障がないと考え、発航することとした。 

また、ａ２指定海難関係人は、運航管理者が不在のため、その職

務を代行しており、事務所のある愛知県師崎港は、風速１６メート

ル以下で強い風は吹いておらず、風が強くなる傾向もなかったので、

運航基準内であると考えた。 

ａ１受審人は、１６時４３分日間賀港第６号防波堤灯台（以下

「防波堤灯台」という。）から２０３度（真方位、以下同じ。） 

２００メートルの地点で、針路を３５０度に定め、９.１ノットの

速力（対地速力、以下同じ。）で、手動操舵によって進行した。 
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Ａは、同じ針路及び速力で続航中、１６時４４分半僅か前防波堤

灯台から３２４度２４０メートルの地点において、右舷船首部に波

浪を受けて右窓のガラスが割れて海水が流入し、前部客室が浸水し

た。 

当時、天候は晴れで風力５の北北西風が吹き、付近には北方から

波高１.５メートルの波があり、潮候は上げ潮の中央期にあたり、

視界は良好で、東海海域西部には海上風警報が、愛知県知多郡南知

多町には強風注意報がそれぞれ発表されていた。 

その結果、ａ１受審人は、目的地を師崎港に変更し、Ａは、客室

内に濡損を生じ、後日、修理された。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

本件浸水は、日間賀島北西方沖合において、海上風警報及び強風注意

報が発表された状況下、河和港に向けて航行中、右舷船首部に波浪を受

け、右窓のガラスが割れて海水が客室に流入したことによって発生した

ものである。 

ａ１受審人の行為は、本件発生の原因とならない。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 

令和６年２月２９日 

   横浜地方海難審判所 

審 判 官  大  北  直  明 

 


